


退　職　金　規　程


（目　　的）
第１条　　この規程は、労働協約第68条に基づき、正社員に対する退職金の支給について定めたものである。

（支給資格）
第２条　　退職金は、退職または解雇の期日において、勤続満３年以上の者に支給する。ただし、次の各号の一に該当するときは勤続年数にかかわらず支給する。
1.　定年に達したとき
2.　死亡したとき
3.　業務外傷病による休職期間の満了で退職したとき
4.　業務外傷病による休職より復職した者が、復職後２年を経過しないうちに同じ傷病によって休職に至り退職したとき
5.　会社の都合により解雇されたとき
6.　身体または精神に障害があるか、または虚弱、老衰あるいは疾病のため業務に耐えられなくなって解雇されたとき

（支給額の計算）
第３条　　退職金は、退職または解雇時の退職金基礎額に勤続係数および支給率を乗じて得た金額とする。ただし、1,000円未満の端数は1,000円に切り上げる。

（退職金基礎額）
第４条　　退職金基礎額は、新たに正社員として採用されたときに定められた額に、翌年度以降の累積した額とする。

（勤続年数の計算）
第５条　　勤続年数の計算は、入社の月から起算し、退職した月または解雇された月の前月までとする。ただし、退職、解雇日が月末のときは当月までとする。
②　業務外傷病、育児休業および介護休業による休職期間は、勤続年数に算入しない。

（勤続年数の計算の特例）
第６条　　東ソー株式会社から移籍した正社員の勤続年数は、東ソー株式会社での勤続年数を通算する。

（勤続係数）
第７条　　勤続係数は、次のとおりとする。
	勤続年数
	係  数
	勤続年数
	係  数
	勤続年数
	係  数

	1  年
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
	  1.00
  2.50
  4.05
  5.65
  7.30
  9.00
 10.75
 12.55
 14.40
 16.30
 18.25
 20.25
 22.30
 24.40
	15  年
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
	 26.55
 28.77
 31.06
 33.42
 35.85
 38.35
 40.92
 43.56
 46.27
 49.05
 51.90
 54.65
 57.30
 59.85
	29  年
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42年以上
	 62.30
 64.50
 66.45
 68.15
 69.60
 70.80
 71.85
 72.75
 73.50
 74.10
 74.55
 74.85
 75.00
 75.15


②　勤続年数に１年未満の端数があるときは、当該年数の係数とその次の年数の係数との差を月割で計算する。（少数点第３位切上げ）

（）
第８条　　支給率は次のとおりである。
	       1. 定年に達したとき
       2. 死亡したとき
       3. 業務上災害または通勤災害を事由として、本人の希望により退職したとき
       4. 業務外傷病による休職期間が満了で退職したとき
       5. 業務外傷病による休職より復職した者が、２年を経過しないうちに
                                     同じ傷病によって休職に至り退職したとき
       6. 会社の都合により解雇されたとき
       7. 身体または精神に障害があるか、または虚弱、老衰あるいは疾病のため
                                     業務に耐えられなくなって解雇されたとき
       8. 本人の都合により退職を届け出て、会社の承認を得たとき
          ただし、勤続10年を超える１年につき0.05を加算し、
                                     勤続20年以上は1.0とする。
       9. 論旨退職のとき
          ただし、勤続10年を越える１年につき0.05を加算し、
                                     勤続20年以上は1.0とする。
      10．懲戒解雇されたとき
	1.0
1.0
1.0
1.0

1.0
1.0

1.0
0.5


0.5


支給しない



（定年者功労金）
第９条　　定年により退職する者に対して次の定年者功労金を別途支給する。
	勤     続
	定年者功労金

	         20年未満
 20年以上25年未満
 25年以上28年未満
 28年以上30年未満
 30年以上
	    60,000 円
   170,000
   220,000
   280,000
   350,000


②　勤続20年以上の者が死亡したときは、前項の定年者功労金の半額を支給する。

（功績加算）
第10条　　在籍中の功績が特に顕著であった者、または特別の理由がある者に対しては功績加算することがある。

（）
第11条　　退職金は、退職または解雇後14日以内に通貨で直接本人に支払う。ただし、死亡により退職したときは遺族に支払う。
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